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第1  本書の位置づけ 

東かがわ市温水プール整備運営事業事業者選定基準（以下「事業者選定基準」という。）は、

東かがわ市（以下「市」という。）が、東かがわ市温水プール整備運営事業（以下「本事業」

という。）を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）の募集及び選定を行うにあたって、

応募者に配布する募集要項と一体のものである。 

事業者選定基準は、優先交渉権者を決定するにあたって、最も優れた提案を行った応募者を

選定するための方法及び評価項目等を示し、応募者の行う提案等に具体的な指針を与えるもの

である。 

 

第2  事業者選定の概要 

1 事業者選定方式 

本事業を実施する事業者には、設計・建設段階から維持管理・運営段階の各業務を通じて、

効率的・効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、事業者の幅広い

技術的能力及び総合力が必要となる。したがって、事業者の募集及び選定を行うにあたって

は、サービス水準との適合性、維持管理及び運営業務における遂行能力や事業計画の妥当性、

更にリスク負担能力等を総合的に評価し、優先交渉権者を決定する公募型プロポーザル方式

により行う。 

 

2 事業者選定方法 

事業者の選定は、二段階の審査により実施し、第一次審査として資格審査、第二次審査と

して提案審査を行う。なお、資格審査は、提案審査の対象となる応募者を選定するためにの

み行うこととし、資格審査の具体的な内容について、これを提案審査に持ち越さないものと

する。 

 

3 事業者選定の体制 

審査にあたっては、市が設置した東かがわ市温水プール整備運営事業プロポーザル審査会

（以下「審査会」という。）において、事業者選定基準に関する審議並びに応募者より提出

された提案資料の審査を行い、最優秀提案者を選定する。 

なお、審査会における審査は非公開とする。 
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第3  審査の手順 

審査の手順は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加点審査 

 

提案価格に関する審査 

基礎審査 

総合評価点の算定 

最優秀提案者の選定 

優先交渉権者の決定 

失格 

失格 

失格 

確認できない場合 

上限価格超過の場合 

基礎審査項目を満たさない

場合 

参加資格確認審査 

参加資格確認申請書の受付 

１ 資格審査（第一次審査） 

２ 提案審査（第二次審査） 

提案資料の確認 

失格 提案資料に不備がある場合 
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1 資格審査（第一次審査） 

資格審査では、応募者が備えるべき資格要件（募集要項に規定されている要件）を満たし

ているかどうかの審査を行う。1項目でも当該要件を満たしていない場合は、失格とする。 

 

2 提案審査（第二次審査） 

(1) 提案資料の確認 

市は、提出された提案資料を確認し、様式集に記載した提案書類がすべて提出されている

かを確認する。提案資料に不備がある場合は、失格とする。 

 

(2) 提案価格の確認 

市は、提案書に記載された提案価格が、それぞれ施設整備費の上限価格及び維持管理運営

費の上限価格を超えていないことを確認する。提案価格が上限価格を超える場合は失格とす

る。 

 

(3) 基礎審査 

参加者の提出した提案資料の内容が以下に示す基礎審査項目を充足しているかを確認す

る。 

１項目でも充足していない場合は、失格とする。全ての基礎審査項目を満たしていること

が確認された場合、加点審査を行う。 

 

【基礎審査項目及び内容】 

審査項目 審査項目 提出様式 

１工程計画 

・令和６年３月までの竣工・引渡に向けて適切な工程計画

となっているか。 

・設計や建設に係る申請手続等の適切な期間が確保されて

いるか。 

工程表 

様式 7-4 

２施設整備に
関する事項 

・要求水準書 第２-２-（３）-イ諸室計画に示された諸

室がすべて配置されているか 

・以下の施設について、要求水準に則った規模設定がされ

ているか 

 ①25ｍプール：1レーンの幅 2m以上×7 レーン以上、水

深 1.1ｍ以上、車いすのまま入水できるようなスロー

プなどを整備 

 ②歩行用プール：他のプール槽から独立 

 ③小プール：深さ約 70～75cm、他のプール槽から独立 

 ④ジム：160㎡以上 

 ⑤スタジオ：120 ㎡以上 

施設整備・図面 

様式 7-3 
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(4) 加点審査 

提案資料のうち、市が特に重視する項目（加点項目）について、その提案が優れていると

認められるものについては、その程度に応じて加点審査点を付与する。 

加点審査点は、評価項目ごとに５段階で評価し、全体で 140点満点とする。 

加点審査の評価基準、採点の基準は、「東かがわ市温水プール整備事業基本計画」におけ

る基本方針に則り、次のとおりとする。 

 

ア 加点審査の評価基準 

評価項目 評価内容 配点 様式 

１． 

事業計画、地

域への配慮

など 

①事業を長期間安定的に実施するための実施体制（構成員の役

割・責任分担、バックアップ体制、人員配置等）、リスク管理、

セルフモニタリング計画等について優れた提案がされている

か。 

20点 
様式 

6-1 
②地域の体育施設や温浴施設の運営に配慮し、共存・連携する

ための優れた提案がされているか。 

③敷地周辺の住環境に配慮し、施設からの騒音や臭気などを低

減させる等優れた提案がされているか。 

④その他特筆すべき点、優れた提案がされているか。 

２. 

多世代が利

用できる施

設 

①年齢を問わず市民の利用促進につながる魅力的なデザイン、

空間及び運営プログラム等について優れた提案がされている

か。 

25点 
様式 

6-2 

②障がい者や多様な性（LGBTQ+）に配慮し、バリアフリーやユ

ニバーサルデザインを意識した施設計画や運営プログラム等

について優れた提案がされているか。 

③本市の豊かな自然や風土並びに近隣住民に親しまれた小学校

跡地利用など、建設地のポテンシャルを高め、水と親しめる

ようなデザイン等について優れた提案がされているか。 

④その他特筆すべき点、優れた提案がされているか。 

３． 

市民が望む

機能整備・運

動施設とし

ての多様化

への取り組

み 

①利用者の利便性の向上や健康増進に向けた諸室の配置、機

器・備品の導入、運営プログラムの実施等について優れた提

案がされているか。 

20点 
様式 

6-3 
②利用者ニーズの変化等に柔軟に対応できる方策について優れ

た提案がされているか。 

③その他特筆すべき点、優れた提案がされているか。 

４． 

利用者への

配慮 

①車・自転車・徒歩など複数のアクセス手段を考慮に入れ、周

辺道路からアクセスしやすい施設計画等について優れた提案

がされているか。 
10点 

様式 

6-4 ②敷地内での安全に配慮した外部動線計画等について優れた提

案がされているか。 

③その他特筆すべき点、優れた提案がされているか。 

５． 
①市のニーズや学校の児童生徒の泳ぎの習熟度などに応じた、

多様な支援メニューを継続して実施するための施設計画・体
10点 

様式 

6-5 
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評価項目 評価内容 配点 様式 

小・中学校授

業との連携 

制等について優れた提案がされているか。 

②その他特筆すべき点、優れた提案がされているか。 

６． 

介護予防事

業実施に向

けた配慮 

①市のニーズや介護予防事業利用者の要望に応じた、多様なメ

ニューを継続して実施するための施設計画・体制等について

優れた提案がされているか。 10点 
様式 

6-6 

②その他特筆すべき点、優れた提案がされているか。 

７． 

安全・安心へ

の取り組み 

①施設における設備や監視・見回りなど、事故を未然に防ぐた

めの優れた提案がされているか。 

10点 
様式 

6-7 

②施設で事故が起きた際に迅速な対応が可能となるような優れ

た提案がされているか。 

③感染症への対策として、具体的かつ効果的な取組について優

れた提案がされているか。 

④その他特筆すべき点、優れた提案がされているか。 

８． 

維持管理費

用縮減への

取り組み 

①長期的な維持管理費用を縮減し、財政負担の軽減につながる

設備選定や保守点検・修繕計画等について優れた提案がされ

ているか。 

20点 
様式 

6-8 

②維持管理期間が終了した後においても、安定的に利用ができ

るよう、施設の長寿命化につながる施設整備や維持管理等に

ついて優れた提案がされているか。 

③省エネ設備の導入などにより長期的に環境負荷を低減するた

めの優れた提案がされているか。 

④その他特筆すべき点、優れた提案がされているか。 

９． 

自由提案 

①施設全体の稼働率向上や利用促進による財政負担の軽減、集

客力向上等に寄与する優れた自由提案がされているか。 

15点 
様式 

6-9 
②市の「ゼロカーボンシティ」宣言の実現に向け、環境負荷の

低減に向けた優れた提案がされているか。 

③その他特筆すべき点、優れた提案がされているか。 

 計 140点  

 

イ 採点の基準 

評価項目ごとの評価の視点に基づいて、提案内容を審査し、以下に示す判断基準により加点

審査点を付与する。算出した得点は小数第 3位を四捨五入し、小数第 2位まで表示する。 

評価 判断基準 得点化方法 

Ａ 各評価項目に関して特に優れている 各項目の配点×1.00 

Ｂ ＡとＣとの中間程度 各項目の配点×0.75 

Ｃ 各評価項目に関して優れている 各項目の配点×0.50 

Ｄ ＣとＥとの中間程度 各項目の配点×0.25 

Ｅ 要求水準を満たす程度 各項目の配点×0.00 
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(5) 価格点の算定 

提案価格を対象として、次に示す方法に基づき価格点を付与する。 

① 整備費価格点の算出 

加点審査に進んだ全応募者のうち、施設整備費（基本設計費、実施設計費、工事管理費、

建設工事費、備品費の合計）の提案価格が最低である者を第 1位とし、価格点の満点であ

る 20 点を付与する。その他の応募者の価格点は、第 1 位の提案価格（最低提案価格）と

当該応募者の提案価格（当該提案価格）との比率の二乗により算出する。算出した得点の

小数第 3位を四捨五入し、小数第 2位まで表示する。 

② 維持管理運営費価格点の算出 

加点審査に進んだ全応募者のうち、事業期間全体の維持管理運営費（開業準備業務、維

持管理費、運営費の合計）の提案価格が最低である者を第 1位とし、価格点の満点である

40点を付与する。その他の応募者の価格点は、第 1位の提案価格（最低提案価格）と当該

応募者の提案価格（当該提案価格）との比率の二乗により算出する。算出した得点の小数

第 3位を四捨五入し、小数第 2位まで表示する。 

③ 総合価格点の算出 

①の整備費価格点と②の維持管理運営費価格点を足し合わせ、総合価格点とする。 

① 施設整備費価格点    ＝ 20点 × （最低提案価格／当該提案価格）２ 

② 維持管理運営費価格点  ＝ 40点 × （最低提案価格／当該提案価格）２ 

③ 総合価格点（満点 60点）＝ ①施設整備費価格点 ＋ ②維持管理運営費価格点  

 

(6) 総合評価 

審査会は、算定した加点審査点と価格点の合計（総合評価点）が最も高い提案を最優秀提

案として選定する。 

総合評価点（最大 200点） ＝ 加点審査点（最大 140点） ＋ 価格点（最大 60点） 
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第4  優先交渉権者の決定 

1 優先交渉権者の決定 

市は、資格審査及び提案審査により選定された最優秀提案をふまえ、優先交渉権者及び次点

交渉権者を決定する。ただし、最優秀提案者が複数いるとき（総合評価点が同点のとき）は、

加点項目審査点が最も高い者を優先交渉権者とする。なお、加点審査点も同点の場合は、審査

員の協議により優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。 

 

2 結果及び評価の公表 

優先交渉権者の選定結果は、各参加者の代表企業に通知する。ただし、各評価項目の点数及

び評価値を算出するための計算式は公開しないものとし、審査の経過及びその内容に関しての

問い合わせには応じない。なお、審査結果のうち、優先交渉権者として特定した者とその評価

結果（提案者名及び評価点数の合計）は市ホームページにより公表する。公表については、優

先交渉権者以外の業者名は記号化する。また、次点交渉権者が優先交渉権者となった場合は、

その時点で次点者の評価結果（提案者名及び評価点数の合計）を市ホームページにより公表す

る。 

また、優先交渉権者が基本協定を締結した後に、市は優先交渉権者に対し、優先交渉権者の

各評価項目の点数を通知する。事業開始以降のモニタリングにおいて、各業務における提案不

履行が確認された際には、この点数をもとに違約金を算定し徴収する場合がある。 

 

3 優先交渉権者を決定しない場合の措置 

評価及び優先交渉権者の決定において、最終的に応募者がない場合には、優先交渉権者を決

定せず、その旨を市のホームページ等で速やかに公表する。 

なお、参加者が 1者であった場合も資格審査及び提案審査を実施し、事業者として適切と判

定された場合において、当該提案を最優秀提案として選定する。 

 

 


